
袖ケ浦市ファミリーサポートセンター 

『みんなで参加！地域の子育て』 

ファミリーサポートセンターでは、子育てを援助していただける方を募集しています。 

援助活動は、保育施設等への子どもの送迎や保護者不在時等における子どもの預かりといった

子育て支援を有償ボランティアとして行っていただくものです。 

援助活動の多くは 1 時間程度です。 

援助活動をしていただける方は会員登録が必要になりますが、ファミリーサポートセンター

では、安心して援助活動ができるように各種研修会や講座を実施して会員さんをサポートし、

援助を必要としている子育て中の保護者との間をつなぐお手伝いをしています。 

ご興味がある方は、ぜひ下記連絡先までご連絡ください。 

●報酬（子ども 1 人あたり） 曜日・時間帯 金額 

平日の午前 6 時～午後 8 時 １時間：７００円 

平日の午後 8 時～午後 10 時 
１時間：９００円 

土・日・祝祭日・年末年始 

袖ケ浦市ファミリーサポートセンター 
（そでがうらこども館内） 

電話・FAX  0438（６４）３１１５ 

         ファミサポへのアクセスはこちら 

  URL:city.sodegaura.lg.jp/site/happy-net/famisapotsushin.html  

 

＜袖ケ浦市役所 子育て支援課＞ 

いってらっしゃい！ 

よろしくお願いします 

行ってきまーす！ 

一緒に遊んで

待ってようね 

※活動中の事故やケガにはセンターが加入している保険で対応します 



袖ケ浦市ファミリーサポートセンターは、子育ての援助をしていただける方（提供会員）と、子育て

の援助を受けたい方（利用会員）が会員となり、地域で子育てを支援する有償の相互援助活動です。 
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＜ 提供会員さんの援助開始までの手続き ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

利用会員 提供会員 

市内在住または在勤

で、６ヶ月から 

小学校６年生までの

お子さんがいる方 

市内在住の満２０歳以上の

方で、心身ともに健康で援助

活動ができる方。（資格、男

女を問いません。） 

援助のお約束 
 

◎ 病気の症状があるお子さんのお預かり 

はできません。 
 

◎ お子さんの宿泊や入浴・午後 10 時以降 

の援助・及び家事の援助はできません。 
 

◎ お子さんは、大人から大人への引き渡し

となります。 

援助活動は、提供会員一人につきお子

さん一人で行います。 
 

◎ お子さんを預かる場所は、提供会員の自 

宅や子育て支援センター等、お子さん

の安全が確保できる場所とします。 

 

◎ 活動中の事故やけがは、センターが加入

している保険で対応いたします。 

 

ご不明点等ございましたら 

お問い合わせください！ 

 
袖ケ浦市 

ファミリーサポートセンター 
（そでがうらこども館内） 

 

TEL・FAX 

0438（64）3115 

 

 

ファミリーサポート 

センターから援助依頼 

入

会

説

明 

利用会員さんと援助前の 

打ち合わせ 

（お子様同席） 

 

援助活動開始 

私たちがお手伝いします。

無理のない範囲で援助活

動をお願いします。 

保育施設等との顔合わせ 
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